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地域・職域連携推進協議会設置の根拠法

地域保健法第４条
「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」

健康増進法第９条
「健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針」

地域と職域の連携推進にあたり、関係機関等から構成される協議会等の設置が
位置づけられた。

○都道府県及び２次医療圏単位に設置
○地域・職域連携共同事業（連携事業）の企画・実施・評価等の中核

的役割を果たす。

（出典：地域・職域連携推進事業ガイドライン）2



なぜ、地域・職域連携が必要なのか

生活習慣病予防などの健康づくりは、若年期から継続的に取り組むことが
大切。
若年期からの肥満、運動不足、喫煙、不十分な生活習慣病のコントロールは、
中高年期の糖尿病や循環器疾患の発症、重症化に影響、高齢期の認知機能へ
影響。

（出典：地域・職域連携推進事業の進め方）

生活習慣は、生活環境や風潮などに影響を受ける（環境要因）。
健康的なまちづくりは住民全体の波及効果がある。

健康障害の発生による退職を防ぐことは、本人にとっても事業所にとっても、
さらには社会保険上にとってもメリットがある。
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（出典：地域・職域連携推進ガイドライン）4



目指すところ

健康寿命の延伸や生の質活の向上、健康経営等を通じた生産性の向上、
医療費の適正化。
活力ある地域社会（元気で働く人が多いまちづくり）

地域・職域連携ができること

住民である労働者の健康について、事業所や保険者とともに支援していく。
それぞれの保健事業や資源を有効活用することにより、相乗効果を上げていく。
これまで健康づくりへのサポート支援が不十分だった層に対してアプローチが
できる。

（出典：地域・職域連携推進事業の進め方）5



都道府県協議会・二次医療圏協議会の役割

都道府県協議会 二次医療圏協議会

• 地域及び職域保健の広域的観点での
連携により体制整備を図る。

• 都道府県における健康課題を明確化し、
管内全体の目標、実施方針、連携推進
方策を協議すること等により、管内の関
係者による連携事業の計画・実施・評価
の推進的役割を担う。

• 関係団体の連絡調整、教材や社会資
源の共有を行う。

• 地域・職域における保健事業担当者の
資質向上を図るための研修会を実施する。

• 地域特性に応じた協力体制による継続的
な健康管理が可能となるよう体制を構築
する。

• 具体的な取組の実施にまでつなげていく
ことを目的とする。

• 関係機関への情報提供と連絡調整や健
康に関する情報収集、ニーズ把握等を行
い、 二次医療圏特有の健康課題を特定
し、地域特性を活かした健康課題の解決
に必要な連携事業の計画・実施・評価等
を行う。

出典：地域・職域連携推進ガイドライン6
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全道の健診結果を見ると、肥満や高血圧、高血糖、肝機能低下等ほとんどの項目で、道は全国と比較し該当者
が多い。
二次医療圏ごとで見るとその中でも健康課題は様々であり圏域の課題に合わせた取組が必要である。
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